
■実質的支配者とは

■実質的支配者の判定 ※国、地方公共団体、上場会社およびそれらの子会社は「個人」とみなします。

資本多数決法人の場合 資本多数決法人以外の場合

※パターンA・B両方で判定してください。

パターンA

YES YES

YES YES

YES

パターンB

YES

[ご留意いただきたいこと]

※ 口座名義人が「国、地方公共団体、上場会社等」の場合は、実質的支配者の確認は不要です。

※ 実質的支配者が「国、地方公共団体、上場会社等」の場合は、法人名称と本店所在地等をご申告ください。

※ 病気等により、法人のお客さまを実質的に支配する意思または能力を有していない、あるいは業務執行を行うことのできない個人の方は、実質的

支配者には該当しません。

※ 間接保有とは、実質的支配者が「議決権の50％超を保有する支配法人」を通じて議決権を保有していることをいいます。

■議決権間接保有の例

例① 例③

・ 【例①】50％超の議決権を保有している場合（Aは

B社の50％超保有）、Aは保有先（C社）の議決権を

間接保有しているものとみなされます

・ 【例②】直接保有と間接保有は合算されます

・ 【例③】間接保有と間接保有は合算されます
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該当する個人１名が実質的

支配者となります。

該当する個人全員が実質的

支配者となります。

法人を代表し業務を執行す

る個人全員が実質的支配者

となります。

法人を代表し業務を執行する

個人全員が実質的支配者とな

ります。
NO

収益総額の50％超の配当・分配

を受ける権利を有する個人はい

ますか。

収益総額の25％超の配当・分配

を受ける権利を有する個人はい

ますか。

NO

②該当する個人全員が実質的

支配者となります。

下記③に該当する個人がいる

場合は②と③の両方が実質的

支配者となります。

法人を代表し業務を執行する

個人全員が実質的支配者とな

ります。

例②例②

0%

NO

③該当する個人全員が実質的

支配者となります。

　法人のお客さまとのお取引においては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、実質的支配者の確認が必

要となります。

　実質的支配者とは、「法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある方」をいい、当行では法人のお客

さまとの所定のお取引に際し、実質的支配者である個人の方の氏名・住所・生年月日等をご申告いただいております。

　実質的支配者の判定方法は、法人の事業形態によって定められています。詳しくは、下記「実質的支配者の判定」をご確

認ください。

2016年10月1日施行の「犯罪収益移転防止法施行規則」により、実質的支配者は個人まで遡って確認することが定められました。改正法以前からお取引

をいただいているお客さま、または旧法で実質的支配者を確認済のお客さまにつきましても、所定のお取引に際し、改めて改正法に基づく実質的支配者

の確認をさせていただきます。

実質的支配者の確認について

例①

出資・融資・取引その他の関係

を通じて事業活動に支配的な影

響力を有する個人はいますか。

（例：創業者等）

①該当する個人１名が実質的

支配者となります。

下記③に該当する個人がいる

場合は①と③の両方が実質的

支配者となります。

　[合名/合資/合同会社、社会福祉法人、医療法人、一般社団（財団）法人など][株式会社、有限会社、特定目的会社、投資法人など]

例③

議決権の50％超を直接・間接に

保有する個人はいますか。

議決権の25％超を直接・間接に

保有する個人はいますか。

出資・融資・取引その他の関係

を通じて事業活動に支配的な影

響力を有する個人はいますか。

（例：会長、創業者等）

NO

該当する個人全員が実質的

支配者となります。
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NO

20％

20％

51％

20％20％

51％51％

26％

51％

B社

個人株主A

C社

B社 B社 D社

個人株主A

C社C社

個人株主A


